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住宅都市みどり局みどり推進課 

 

集合住宅のベランダ緑化の助成が 

より利用しやすくなります！ 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先 
住宅都市みどり局みどり推進部 

みどり推進課 
担当：中村、後藤 

電話 092-707-1295 

■ ポイント 

② より簡単に申請可能 
・オンライン申請の導入 

・申請書類の一部省略（図面など） 

・審査期間の短縮（1 か月程度→1 週間程度） 

 

令和8 年6 月1 日(月)～ 

 

（市ホームページ） 

※詳細は、ホームページもしくは別添チラシをご参照ください 

 

市民の皆様がベランダ緑化に手軽に取り組んでいただけるようになりますので、
周知等のご協力をお願いします。 

 

① 助成対象を広げ、手軽に申請可能   

■ 受付開始日 

１０号鉢 

拡充 

 プランター10以上20L未満（または10号鉢 1個） 上限4万円

 プランター20以上30L未満（または10号鉢 2個） 上限8万円

  プランター30以上40L未満（または10号鉢 3個） 上限12万円

 プランター40以上50L未満（または10号鉢 4個） 上限16万円

 プランター50L以上          （または10号鉢 ５個） 上限20万円

対象経費
の1/2

 プランター50L以上 上限20万円
対象経費
の1/2






	★20260528_プレスリリース
	★チラシ（社名あり）
	バインダー1
	チラシ（社名あり）

	verandagreen_a4_06




